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深谷市都市公園管理業務基準書 

 

 本書は、仙元山公園、上柴中央公園、北部運動公園、常盤公園、折之口ふれあい公

園、東公園、利根川緑地公園及び花園総合運動公園（以下「仙元山公園ほか７公園」

という。）の管理業務を指定管理者が行うに当たり、深谷市が指定管理者に要求する管

理業務の内容及びその基準等を示すものである。 

 

第１ 管理業務に関する基本的事項 

１ 管理業務に係る基本理念 

  指定管理者制度は、指定管理者が管理権限と責任を有し、公の施設の管理・運営

を行うことができる制度である。 

  このため、指定管理者は、自らの責任と判断によって施設の適正な管理を確保し

つつ、住民サービスの向上を図っていく必要がある。 

  指定管理者は、市の代行者として、次の各項目に留意して管理業務を実施しなけ

ればならない。 

  また、市は、施設の設置者として、必要に応じて指定管理者に対して指示等を行

うものとする。 

 ⑴ 施設の設置目的に則した管理業務を行うこと。 

 ⑵ 公の施設であることを常に念頭において、公平なサービスの提供に努め、公共

的事業利用を除く特定のものに有利又は不利になる運営をしないこと。 

 ⑶ 事業計画書等に基づき、利用者が快適に施設を利用できるよう適正な管理業務

を行うとともに、効率的かつ効果的な管理業務を行い、適正な収入の確保と経費

の縮減に努めること。 

 ⑷ 施設が最大限有効活用されるよう利用促進に努めるとともに、利用者の意見を

管理業務に反映させ、利用者の満足度を高めていくこと。 

 ⑸ 利用者及び施設周辺への安全に配慮し、事故防止に努めること。 

 ⑹ 省エネルギーに努めるとともに、廃棄物の発生を抑制し、環境に配慮した管理

業務を行うこと。 

 ⑺ 市と密接に連携を図りながら管理業務を行うとともに、市の施策に対し積極的

に協力するよう努めること。 

 ⑻ 施設が所在する各地区の事業や行事等による施設利用に配慮すること。 

 ⑼ 市が実施する公園施設の更新及び改築に協力をすること 

 

２ 関係法令等の遵守 

  指定管理者は、施設の管理業務を行う上で、次に掲げるものをはじめ、関係する

法令等を遵守しなければならない。 

 ⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

 ⑵ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）及び関係法令 
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 ⑶ 深谷市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１８年

深谷市条例第７７号） 

 ⑷ 深谷市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平

成１８年深谷市規則第７１号） 

 ⑸ 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）及び関係法令並びに手続条例 

 ⑹ 深谷市都市公園条例（平成１８年深谷市条例第２０７号） 

 ⑺ 深谷市都市公園条例施行規則（平成１８年深谷市規則第１６４号） 

 ⑻ 深谷市農村公園条例（平成１８年深谷市条例２０６号） 

 ⑼ 深谷市農村公園条例施行規則（平成１８年深谷市規則第１６３号） 

 ⑽ 深谷市個人情報保護法施行条例（令和４年深谷市条例第１７号） 

 ⑾ 深谷市情報公開条例（平成１８年深谷市条例第１３号） 

 ⑿ 深谷市行政手続条例（平成１８年深谷市条例第１５号） 

 ⒀ 深谷市文書等取扱規程（平成１８年深谷市訓令第１５号） 

  ⒁ 深谷市公共施設予約システムの運用に関する規則 

 

第２ 対象施設の概要等 

１ 施設の概要 

１ 名  称 仙元山公園 ２ 所在地 深谷市上野台２５６５ 

３ 公園面積 ３０７,０５５㎡ 

４ 施設概要 

テニスコート 

 人工芝６面（夜間照明施設３面含む）、クラブハウス(地上１階)、トイレ棟 

 クレー４面 

陸上競技場 

 フィールド仕様 

  トラック（準全天候型 １周４００ｍ） 

 インフィールド仕様 

  天然芝グラウンド（７，０００㎡、暖地型芝（ティフトン４１９） 

  ＋ウィンターオーバーシーディング（ペレニアルライグラス）） 

 対応種目 

  走り幅跳び、三段跳び、走り高跳び、棒高跳び、砲丸投げ、円盤投げ、 

  ハンマー投げ、やり投げ、サッカー、ラグビー 

 管理棟（地上２階、メインスタンド収容人員８００人、トイレ） 

野球場（夜間照明施設含む） 

 天然芝グラウンド（８，１５０㎡）、管理棟１棟（地上２階、トイレ） 

多目的広場（北） 

 天然芝グラウンド（１４，０００㎡、暖地型芝（ティフトン４１９） 

 ＋ウィンターオーバーシーディング（ペレニアルライグラス）） 
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多目的広場（南） 

 グラウンド（８，４４３㎡） 

その他施設 

 スケートパーク、噴水、遊具、屋外トイレ３棟、駐車場、四阿、冷凍庫、倉庫 

 蒸気機関車（指定管理対象外） 

仙元山 

 パーゴラ、四阿、トイレ１棟、散策道 

５ 施設特徴 

 深谷市最大の公園であり、有料貸出施設となっているテニスコート、陸上競技

場、野球場、多目的広場を有す運動公園機能の一方で、仙元山では、ウォーキン

グや散策も楽しめ、多くの市民の憩いの場になっている。 

 また、公園内に総合体育館があることと敷地の広さから、年間を通して各種大

会やイベントに利用されている。 

 代表的なイベントとしては、毎年開催されている「ふかやシティハーフマラソ

ン」があり、大会会場となっている。 

今後、公園施設の更新・改築などの再整備を計画している。 

 

１ 名  称 上柴中央公園 ２ 所在地 深谷市上柴町西４－１－１ 

３ 公園面積 ２８，４１８㎡ 

４ 施設概要 

野球場（天然芝）１０，０４０㎡（夜間照明施設含む） 

野外ステージ２基１３８㎡、６０㎡ 

遊具、四阿、トイレ２棟、倉庫３棟、駐車場 

５ 施設特徴 
 有料貸出施設となっている野球場の他、野外ステージや遊具等も設置され、緑

も多く開放的で広く市民に利用されている。 

 

１ 名  称 北部運動公園 ２ 所在地 深谷市起会１６２－１ 

３ 公園面積 ３５，５９２㎡ 

４ 施設概要 

野球場（天然芝）１０，３３６㎡（夜間照明施設含む） 

多目的広場（天然芝）６，９３５㎡ 

管理棟１棟（地上２階、トイレ）、トイレ兼倉庫１棟、倉庫、観覧席、駐車場 

５ 施設特徴 

 有料貸出施設となっている野球場と多目的広場に加え広い駐車場を有し、野

球、サッカー、グラウンドゴルフ等を行うことが可能な公園として広く市民に利

用されている。 

 

１ 名  称 常盤公園 ２ 所在地 深谷市常盤町５８－２ 

３ 公園面積 １２，２７５㎡ 
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４ 施設概要 

多目的広場４，１３９㎡ 

テニスコート（クレー）３面１，９７０㎡ 

遊具、トイレ１棟、倉庫２棟、駐車場 

５ 施設特徴 
 有料貸出施設となっているテニスコートの他、多目的広場や遊具も設置され、

広く市民に利用されている。 

 

１ 名  称 折之口ふれあい公園 ２ 所在地 深谷市折之口１４９－１ 

３ 公園面積 １６，０２９㎡ 

４ 施設概要 

多目的広場５，２００㎡ 

テニスコート（人工芝）２面１，４８０㎡ 

トイレ１棟、駐車場、四阿 

５ 施設特徴 

 有料貸出施設となっている多目的広場とテニスコートを有し、テニス、ソフト

ボール、グランドゴルフ等を行うことが可能な公園として広く市民に利用されて

いる。 

 公園面積の全てが民有地であり、公園用地として、市が賃貸借契約により借用

している。 

 

１ 名  称 東公園 ２ 所在地 深谷市幡羅町１－１４－１ 

３ 公園面積 ２０，９０５㎡ 

４ 施設概要 
多目的広場（天然芝）１０，６００㎡ 

遊具、四阿、トイレ１棟、駐車場 

５ 施設特徴 
 有料貸出施設となっている多目的広場の他、遊具等も設置され、広く市民に利

用されている。 

 

１ 名  称 利根川緑地公園 ２ 所在地 深谷市中瀬及び高島地内 

３ 公園面積 ８６，７９１㎡ 

４ 施設概要 

豊里グラウンド 多目的広場１７，３４７㎡ 

中瀬ソフトボール場 ソフトボール場４面２５，７２８㎡ 

高島グラウンド 多目的広場１１，６２７㎡ 

仮設トイレ５箇所（豊里１、中瀬３、高島１）、駐車場 

５ 施設特徴 

 有料貸出施設となっている多目的広場、ソフトボール場を有し、サッカー、ソ

フトボール、グラウンドゴルフ等を行うことが可能な公園として広く市民に利用

されている。 

 各施設は、利根川の右岸河川敷に整備されているが、隣接地にはなく、上流か

ら下流に向かう直線距離で、豊里グラウンドから中瀬ソフトボール場までが約９
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５０ｍ、中瀬ソフトボール場から高島グラウンドまでが約２．３ｋｍの位置関係

にある。 

 公園面積の全てが国管理地であり、公園用地として、市が国からの占用許可を

得て使用している。 

 占用条件として、台風等の接近時は、サッカーゴール、バックネット、仮設ト

イレ等の移動可能な備品を高台へ移動する必要がある。 

 

１ 名  称 花園総合運動公園 ２ 所在地 深谷市小前田２３２０－１ 

３ 公園面積 ４６，７６８㎡ 

４ 施設概要 

野球場（天然芝）９，９００㎡ 

多目的広場１２，８００㎡（夜間照明施設含む） 

テニスコート（人工芝）２面１，５９１㎡（夜間照明施設含む） 

遊具、トイレ２棟、駐車場、調整池２，８３５㎡（一部ペタンク場兼用）、 

四阿４棟、倉庫２棟、野外ステージ 

５ 施設特徴 

 花園地区のほぼ中心に位置する公園で、有料貸出施設となっている野球場、多

目的広場、テニスコートを有し、各種スポーツの他、隣接されている農業者トレ

ーニングセンターと相互に効用を兼ね多くの市民に利用されている。 

 

２ 施設の平面図（別資料１） 

 

３ 貸出施設の利用状況等（別資料２） 

 

４ 管理に関する収支 

 管理業務に関する決算状況 

  令和４年度 令和５年度 令和６年度 

収 

入 

指定管理料 119,790,000円 132,572,000円 132,572,000円 

その他（利用料等） 6,115,192円 4,217,004円 14,118,135円 

合計 125,905,192円 136,789,004円 146,690,135円 

支 

出 

業務等委託料 58,363,532円 3,280,448円 3,115,286円 

光熱水費 20,324,977円 18,377,219円 20,222,903円 

その他（管理費等） 47,216,683円 115,131,337円 123,351,946円 

合計 125,905,192円 136,789,004円 146,690,135円 
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第３ 施設の運営に関する業務の基準 

１ 基本事項 

 ⑴ 開園時間等 

  ア 公園は、原則、常時開放とする。 

  イ 貸出施設は、原則、関係条例及び規則に従うものとする。     

 ⑵ 休園日等 

  ア 公園は、原則、休園日は無いものとする。 

  イ 貸出施設は、原則、１２月２９日から翌年１月３日までの期間は、貸出休止

とする。 

 ⑶ 開園時間及び休園日等の変更等 

   指定管理者は、特に必要があると認めるときは、予め市と協議し、開園時間及

び休園日等を変更することができるとともに、臨時に貸出可能時間を変更し、又

は貸出休止の期間でも施設を利用させることができる。 

 ⑷ 仙元山公園再整備に伴う対応 

   指定管理者は、仙元山公園の再整備に伴い公園施設の利用が制限される場合、

利用者の安全を配慮して公園施設の使用中止及び再開を市及び工事事業者と調整

し対応するものとする。 

 

２ 利用等に関する業務 

⑴  貸出施設等（行為を含む。）の利用等の受付、許可 

  ア 指定管理者は、仙元山公園ほか７公園の貸出施設の利用の申込みの受付に当

たっては、公共的事業利用及び利用登録団体の早期利用予約を除き、原則とし

て先着順とし、利用の許可に当たっては、常に平等な利用を確保すること。 

  ※ 市が主催する事業及び施設の改修予定等を最優先とし、次に地区や地元の事

業や行事等の利用を優先して年間の利用日程を調整するとともに、指定管理者

は、それら公共的事業利用に積極的に協力するよう努めるものとする。 

    また、次に優先される利用登録団体の早期利用予約については、公共的事業

利用の調整後に、必要に応じて定期的な利用調整会議等の実施により利用日程

を調整すること。 

        その他、指定管理者は、年間利用調整会議等を実施するなど、施設等の円滑 

かつ適切な利用を行えるよう調整すること。 

  イ 貸出施設の利用の受付業務等については、公共施設予約システムにて予約管

理、利用許可及び出納業務を行うこと。 

  ウ イベント等の実施のための貸出施設等の利用等の許可に当たっては、利用目

的等、公の施設の利用として問題がないことを確認の上で許可すること。 

 ⑵ 貸出施設等の利用許可の制限等 

  ア 指定管理者は、管理業務上又は公益上必要があると認めるときは、利用の許

可に条件を付することができる。 
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  イ 施設を保全し、又は利用者や施設周辺の危険を防止するため必要があると認

めるときは、指定管理者は利用の許可をしないものとする。 

  ウ 深谷市都市公園条例第１２条第１項各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、指定管理者は利用の許可を取り消し、又は利用の条件を変更し、若しくは

利用を停止することができる。 

 ⑶ 利用料金の設定、収受 

  ア 指定管理者は、貸出施設等の利用については条例で定める額の範囲内で、あ

らかじめ市長の承認を得て、利用料金を設定すること。 

    なお、指定管理者が利用料金を設定するに当たっては、貸出施設等の有効活

用の観点及び収支状況等を踏まえ、適切なものとすること。 

  イ 指定管理者は、貸出施設等の利用に係る利用料金を自己の収入として収受す

ること。 

    なお、納付された利用料金は還付しないものとするが、特別の理由があると

きは、還付することができる。 

 ⑷ 利用の案内 

  ア 指定管理者は、施設の利用者が円滑に利用できるよう利用案内等に配慮する

こと。 

  イ 電話での問い合わせや施設見学等については、適切な対応を行うこと。 

  ウ 貸出施設の利用等について、利用者、住民等から苦情や要望があった場合は、

適切な対応をするとともに、必要があれば施設等の改修・修繕、利用等の見直

しを行うこと。 

    また、その内容については市に報告し、必要に応じて対応について市と協議

すること。 

  エ 仙元山公園の再整備に伴い、公園施設の利用停止及び再開等の利用案内等を

行うこと。 

 ⑸ 貸出施設の利用方法と注意事項の説明 

   指定管理者は、利用者に対して施設、設備、備品等の利用方法及び注意事項を

説明し、必要があれば現場にて指導・説明を行うこと。 

 ⑹ 利用促進 

   指定管理者は、施設の利用促進を図るため、施設案内パンフレット等、必要な

媒体の作成や積極的かつ効果的なＰＲや情報提供を行うこと。 

   その際、案内パンフレット等には、指定管理者により管理されている施設であ

ることを表示すること。 

   また、上記のことを行う場合は、必要に応じて内容等について市の承認を得る

こと。 

 ⑺  地域のスポーツ・レクリエーション団体への支援 

指定管理者は、地域のスポーツ・レクリエーション活動の拠点としての役割を 

認識し、深谷市スポーツ協会、深谷市レクリエーション協会、深谷市スポーツ少 
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年団（以下「市内スポーツ・レクリエーション団体」という。）等、地域で活躍す 

る団体への支援を通じて、地域のスポーツ・レクリエーション活動の活性化を図 

ること。 

ア 市内スポーツ・レクリエーション団体等が実施する事業に協力し、実施会場 

の利用や物品の貸出についても十分に配慮すること。 

イ 市内スポーツ・レクリエーション団体等の運営が円滑に行えるよう必要な支 

援すること。 

 

第４ 施設の維持管理に関する業務の基準 

 指定管理者は、施設（設備及び備品等を含む。）の機能と環境を良好に維持し、サー

ビス提供が常に円滑に行われるように、日常点検、保守及び法定点検等の保守管理業

務を行うこと。 

１ 施設保守管理業務 

  指定管理者は、施設を適正に管理するために、日常的に施設の点検を行い、かつ

美観を維持するとともに、利用者が安全・安心して利用できるように予防保全に努

めること。 

  また、点検により施設が正常に機能しないことが明らかな場合又は可能性が確認

された場合には、機能の復帰又は維持に必要な修復等を実施するとともに、市へ報

告すること。 

  なお、点検等はできる限り利用者の妨げにならないように実施し、点検結果等に

ついては書面にて記録を残すこと。 

  

２ 設備機器管理業務 

  指定管理者は、附属設備等の安全の確保及び適切な管理のために、次に掲げる保

守点検等の必要な措置を講ずること。 

  業務に当たっては、確実性、安全性及び経済性に配慮するとともに、正常に機能

しないことが明らかになった場合には、必要な修復等を実施するとともに、市に報

告すること。 

 ⑴ 報告・連絡・調整業務 

  ア 管理報告書の作成  

    設備運転日誌、設備点検結果記録等の報告書を作成し、保存すること。 

  イ 関係官公庁等への諸届 

    管理等に必要な資格者の選解任届出書、法定点検業務の結果報告書等 

 ⑵ 設備保全業務 

  ア 手入れ 

    各設備機器に対して周期的な消耗品の取替え及び粉塵等の除去・清掃を行い

美観の維持に努めること。 

  イ 応急措置 
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    各設備機器に異常を発見し、応急処置の必要があり、対応可能な場合には、

他への波及被害を防止するため、危険の無い範囲内で処置すること。 

  ウ 修理業務 

    日常業務に支障をきたさない程度の部品交換等を行うこと。 

 ⑶ 日常点検業務 

   各設備機器の日常の運転管理、点検、整備を行うこと。 

   また、正常に機能しない際の対応等について、適切に記録を残し、必要な修復

等を実施すること。 

 ⑷ 定期点検・整備業務 

   各設備機器に対して法定点検及び初期性能・機能保全のため、定期的に機器動

作試験等を行う。 

   その際に、必要な消耗品の更新についても、指定管理者の負担により随時行う

こと。 

   また、正常に機能しない際の対応等について、適切に記録に残し、必要な修復

等を実施すること。 

 ⑸ 立会い業務 

   各種法令等に基づいて行われる官公庁立ち入り検査及び専門業者の作業に対し

て立ち会うこと。 

 ⑹ 施設の主な設備管理等 

  ア 仙元山公園 

    ・電気施設の管理（公園灯を含む。また、自家用電気工作物については月次 

点検年６回（隔月）、年次点検年１回を含む。） 

     なお、仙元山公園遊園地内にある自家用電気工作物については陸上競技場 

の附帯施設とする。 

    ・汚水処理装置の管理（法定点検年１回、保守点検年４回を含む。） 

    ・消防設備の管理（法定点検 機器点検年２回、総合点検年１回） 

    ・噴水施設の管理 

    ・散水施設の管理 

    ・運動施設の管理 

    ・建築物の管理 

    ・遊具の管理（法定点検年１回を含む。） 

    ・その他、公園内における施設管理全般（蜂の駆除や仙元山内の散策道の修 

繕等を含む。） 

  イ 上柴中央公園 

    ・電気施設の管理（公園灯を含む。また、自家用電気工作物については月次 

点検年６回（隔月）、年次点検年１回を含む。） 

    ・汚水処理装置の管理（法定点検年１回、保守点検年４回） 

    ・散水施設の管理 
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    ・運動施設の管理 

    ・建築物の管理 

    ・遊具の管理（法定点検年１回を含む。） 

    ・その他、公園内における施設管理全般（蜂の駆除や工作物の修繕等を含 

む。）  

  ウ 北部運動公園 

    ・電気施設の管理（公園灯を含む。また、自家用電気工作物については月次 

点検年６回（隔月）、年次点検年１回を含む。） 

    ・汚水処理装置の管理（法定点検年１回、保守点検年４回） 

    ・散水施設の管理 

    ・運動施設の管理 

    ・建築物の管理 

    ・その他、公園内における施設管理全般（蜂の駆除や工作物の修繕等を含 

む。） 

  エ 常盤公園 

    ・電気施設の管理（公園灯を含む。） 

    ・運動施設の管理 

    ・建築物の管理 

    ・遊具の管理（法定点検年１回を含む。） 

    ・その他、公園内における施設管理全般（蜂の駆除や工作物の修繕等を含 

む。） 

  オ 折之口ふれあい公園 

    ・電気施設の管理（公園灯を含む。） 

    ・汚水処理装置の管理（法定点検年１回、保守点検年４回） 

    ・運動施設の管理 

    ・建築物の管理 

    ・その他、公園内における施設管理全般（蜂の駆除や工作物の修繕等を含 

む。） 

  カ 東公園 

    ・電気施設の管理（公園灯を含む。） 

    ・汚水処理装置の管理（法定点検年１回、保守点検年４回） 

    ・運動施設の管理 

    ・建築物の管理 

    ・遊具の管理（法定点検年１回を含む。） 

    ・その他、公園内における施設管理全般（蜂の駆除や工作物の修繕等を含 

む。） 

キ 利根川緑地公園 

    ・運動施設の管理 
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    ・建築物の管理 

    ・その他、公園内における施設管理全般（蜂の駆除、仮設トイレの汲取りや 

工作物の修繕等を含む。） 

  ク 花園総合運動公園 

    ・電気施設の管理（公園灯を含む。また、自家用電気工作物については月次 

点検年６回（隔月）、年次点検年１回を含む。） 

    ・汚水処理装置の管理（法定点検年１回、保守点検年４回） 

    ・消防設備の管理（法定点検 機器点検年２回、総合点検年１回） 

    ・散水施設の管理 

    ・運動施設の管理 

    ・建築物の管理 

    ・遊具の管理（法定点検年１回を含む。） 

    ・その他、公園内における施設管理全般（蜂の駆除や工作物の修繕等を含 

む。） 

 

３ 清掃業務 

  指定管理者は、施設内について、良好な環境衛生と美観の維持に心掛けるととも

に、公の施設としての安全かつ快適な空間を保つために、日常及び定期的な清掃を

実施すること。 

 ⑴ 日常清掃 

   指定管理者は、施設について日常的に清掃を行い、施設、備品、器具等が常に

清潔な状態に保たれるようにすること。 

   清掃回数等は、指定管理者が利用頻度に応じて適切に設定すること。 

   特に、トイレ等の衛生設備については、見た目の清潔感にも留意すること。 

   また、消耗品は常に補充された状態にあること。 

 ⑵ 定期清掃 

   指定管理者は、施設について日常清掃では実施しにくい箇所の清掃等を確実に

行うため、必要に応じて定期清掃を実施すること。 

 

４ 備品等管理業務 

⑴  市は、施設の利用及び管理のために、既に各施設に配置・保管されている備

品（別資料３）及び消耗品を指定管理者に無償で貸与する。 

 ⑵ 指定管理者の責任により滅失、毀損した備品の補充及び部品等の劣化に伴う交

換等は、指定管理者が行うこと。 

   また、経年劣化等により更新が必要と判断される場合は、市と協議すること。 

 ⑶ 指定管理者が指定管理料により購入した備品等の所有権は、原則、市が有する

ものとする。 

   なお、備品の購入に際しては、あらかじめ市と協議すること。 
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 ⑷ 指定管理者は、市から貸与された備品について、利用に支障をきたさないよう

深谷市物品規則及び関係例規に基づき適切に管理すること。 

   また、管理に当たっては、市の基準に準じた備品台帳を作成すること。 

 ⑸ この他、備品等の詳細な取り扱いについては、市と協議すること。 

 

５ 保安警備業務 

  指定管理者は、施設内の防犯、防火及び事故防止に万全を期し、定期巡視を行う

など利用者が安心して利用できる環境の確保に努めること。 

  また、必要に応じて巡視強化や防犯カメラ等を利用した状況確認等を行うこと。 

  なお、防犯カメラ等の設置に際しては、あらかじめ市と協議すること。 

 ⑴ 緊急時の業務 

   犯罪、火災及び事故等の発生又はそのおそれがある場合は、警察、消防に通報

連絡を行うとともに被害を最小限に食い止め、非常事態に適合した迅速かつ正確

な緊急措置を講じること。 

 ⑵ 報告業務 

   事故の発生状況を把握し、警察等への通報を行うとともに、速やかに市に事故

報告を行うこと。 

 

６ 外構・植栽管理業務 

  指定管理者は、駐車場をはじめ施設の外構の清掃及び地面、施設附属物等の維持

管理を行うこと。 

  また、次に示すような植栽管理を行うこと。 

 ⑴ 施肥、害虫駆除、剪定、伐採、除草、潅水を計画的に行い、適切な緑樹の状態

を維持すること。 

   また、落ち葉等は、施設内だけでなく、必要に応じて施設外における施設沿い

周囲の落ち葉についても、適宜清掃し近隣環境へ配慮するとともに適切に処理す

ること。 

⑵  業務の実施に当たっては、施設の利用に影響を与えないように実施すること。 

⑶  管理数量等は、参考標準数量（別資料４）を示してあるが、指定管理者が施設

及び施設周囲の状況等に応じて適切に設定し実施すること。 

 

７ 環境衛生管理業務 

  指定管理者は、利用者が快適に施設を利用できる良質な環境を提供するため、常

に施設内の適切な環境衛生の維持に努めること。 

  業務に当たっては、施設の使用目的、使用内容等を十分に把握するとともに、利

用者の健康増進のため、施設の通風、陽当たり等を良好に保ち、水飲み場、トイレ

等は清潔にすること。 
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８ 維持管理計画の作成 

  指定管理者は、年度当初に施設に係る維持管理計画（点検整備、法令に基く測定・

検査、調査等）を作成し、業務計画書に反映させること。 

  なお、計画に従って実施した点検・整備・調査・修繕等については、記録を行い

結果等を市に報告すること。 

 

９ 修繕等の費用負担 

  点検、通報等によって修繕等（増設及び更新を含む。）を要すると認められた事項

については、具体的にその内容や費用等を明らかにした文書を作成し、その都度、

市と協議のうえで対応すること。 

  施設等（設備及び備品等を含む。）を維持及び安全の確保に必要な限度の修繕等に

要する費用（税込２００万円以下）は、原則として指定管理者が負担し施工するこ

ととし、それ以外の修繕等については、その都度、市と指定管理者の協議により決

定するものとする。 

  また、年度中に執行されなかった修繕費については、市と協議すること。 

   

10 市が許可した目的外使用部分の管理 

  市は、施設の一部について指定管理者以外の者に対して目的外使用許可をするこ

とがあるが、その目的外使用許可部分についても適正な管理を行うこと。 

  光熱水費等は許可を受けた者が負担することになるが、支払いの形態としては施

設全体として支払う必要がある場合は指定管理者が一括して支払ったうえで、後日、

許可を受けた者に当該料金を請求すること。 

  この場合の支払方法等については、双方で協議すること。 

  ※令和８年４月１日現在、目的外使用許可をしている部分 

  ア 仙元山公園 

    ・清涼飲料自動販売機、冷菓自動販売機  ９基（７．９８㎡） 

  イ 上柴中央公園 

    ・清涼飲料自動販売機  １基（０．８９㎡） 

  ウ 北部運動公園 

    ・清涼飲料自動販売機  １基（０．８９㎡） 

  エ 常盤公園 

    ・清涼飲料自動販売機  １基（０．８２㎡） 

  オ 折之口ふれあい公園 

    ・清涼飲料自動販売機  １基（０．８２㎡） 

  カ 東公園 

    ・清涼飲料自動販売機  １基（０．８２㎡） 

  キ 花園総合運動公園 

    ・清涼飲料自動販売機  ２基（１．６４㎡） 
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11 喫煙対策等 

  公園は、健康増進法に定める喫煙禁止場所には該当していないが、受動喫煙によ

る他の利用者、特に子ども達への影響を加味し、看板等で喫煙について注意喚起を

図ること。 

 

12 その他の業務 

  指定管理者は、施設の維持管理業務の実施状況を記録した業務日誌等を作成する

とともに、一定期間保管し、市の求めがあったときには閲覧に供すること。 

 

第５ 自主事業に係る業務の基準 

１ 利用者の増加を図るための事業 

  指定管理者は、利用者の増加を図るため、自らの企画により施設内において、施

設の設置目的に適合する事業を実施することができる。 

  この場合、管理業務の実施を妨げない範囲において、事前に市と協議し、事業を

実施すること。 

  事業の性質により、行政財産の目的外使用許可を得ることが必要な場合があるの

で留意すること。 

  また、事業実施に要する費用は全て指定管理者の負担とし、収入については全て

指定管理者のものとする。 

  なお、この事業に指定管理料を充てることはできない。 

  この事業については、独立した会計とし、収支を市に報告するものとする。 

  収益が一定以上を超えた場合は、翌年度以降の事業において、収入の一部を市に

帰属させることがありうる。 

  なお、管理業務の実施に妨げない範囲で、且つ、当該事業により得た収益を施設

管理に還元する前提で実施する場合には、市と協議のうえ、当該事業に指定管理料

を充てることができる。 

 

２ 利用者の利便を図るための事業 

  指定管理者は、施設の設置目的を逸脱しない範囲において、利用者の利便を図る

ため、施設の適切な区域において、自動販売機の設置や物品の販売業務を行うこと

ができる。 

  なお、当該事業は行政財産の目的外使用許可が必要となる。 

  この場合、市が定める規定に基づき、原則、使用料を徴収する。 

  また、当該事業は全て自らの責任において実施することとし、その費用は全て指

定管理者の負担とし、収入については全て指定管理者のものとする。 

  なお、この事業に指定管理料を充てることはできない。 

  自動販売機の設置や物品の販売業務については、独立した会計とし、収支を市に

報告するものとする。 
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  なお、管理業務の実施に妨げない範囲で、且つ、当該事業により得た収益を施設

管理に還元する前提で実施する場合には、市と協議のうえ、当該事業に指定管理料

を充てることができる。 

 

第６ その他管理業務の基準 

１ 組織体制及び人員配置 

⑴  管理業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するとともに、労働基準

法等関係法令を遵守し、管理業務を効率的に行うための業務形態にあった適正

な人数の職員を配置すること。 

⑵  仙元山公園ほか７公園に係る総括責任者等を１名配置すること。 

 なお、他の一括指定管理諸施設と兼務することができる。 

⑶  仙元山公園ほか７公園の管理業務に必要な知識、技能及び資格等を有する者を

適切に確保すること。 

 ⑷ 職員の勤務体制は、施設の管理業務に支障がないように整備するとともに、利

用者の安心安全に応えられるものにすること。 

 ⑸ 職員の資質向上を図るため、研修を実施するとともに、施設の管理業務に必要

な知識と技術の習得に努めること。 

 ⑹ 管理業務に従事する職員は、名札を着用するなど、常に利用者に施設職員と分

かるようにすること。 

 

２ 労働条件の配慮 

  指定管理者は、労働法令の遵守や雇用・労働条件への適切な配慮がなされるよう

留意すること。 

 

３ 市内企業の活用 

  管理業務の実施に当たり、市内企業の受注機会の増大と市内企業に配慮した物品

等の調達に努めること。 

 

４ 障害者の雇用拡大 

  管理業務の実施に当たり、障害者の雇用の拡大と市内障害者就労施設等に配慮し

た物品等の調達に努めること。 

 

５ 環境への配慮 

  管理業務の実施に当たり、次のとおり環境への配慮に留意するものとする。 

 ⑴ 電気、ガス、水道等の使用量削減に向けた取組を進め、省エネルギーの徹底と

二酸化炭素などの温室効果ガスの排出抑制に努めること。 

 ⑵ 廃棄物の発生を抑制し、リサイクルの推進や適正処理を図ること。 
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６ 個人情報の保護及び秘密の保持 

 ⑴ 個人情報の保護 

   指定管理者は、管理業務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人

情報の保護に関する法律及び深谷市個人情報保護法施行条例の規定に従い、個人

の権利利益を侵すことのないようにしなければならない。 

   指定管理者は、業務上知り得た個人情報を取り扱う場合については、漏洩、滅

失及び毀損の防止等、個人情報の適切な管理を図るため必要な措置を講ずること。 

   なお、具体的な内容については、市と指定管理者が締結する協定で定める。 

 ⑵ 秘密の保持 

   指定管理者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

   また、その職を退いた後も同様とする。 

 

７ 情報の公開 

  指定管理者には、深谷市情報公開条例第２６条第１項の規定により、指定管理者

が保有する仙元山公園ほか７公園の管理に関する情報の公開に努めなければなら

ない。 

 

８ 業務計画書の作成 

  指定管理者は、毎年度当初に業務計画書を作成し市に提出すること。 

  なお、作成に当たっては、市と調整を図ること。 

 

９ 事業報告書等の作成 

⑴  年次報告書 

   指定管理者は、毎年度決算終了後速やかに、事業報告書を市に提出すること。 

   事業報告書の主な内容は、次のとおりとし、詳細については、市と指定管理者

の協議により決定する。 

  ア 利用実績（利用者数、利用団体数、事業実施状況及び参加者数、利用料金収

入等） 

  イ 管理業務の実施状況（組織体制、施設維持管理状況等） 

  ウ 利用状況分析報告等（利用者満足度、課題分析等） 

  エ 収支決算書等 

  オ 自己評価 

  カ その他、市が指定した報告に関すること。 

 ⑵ 月次報告書 

   指定管理者は、毎月月次報告書を作成し、毎月終了後１０日以内に市に提出す

ること。 

   月次報告書の主な内容は、次のとおりとし、詳細については、市と指定管理者

の協議により決定する。 
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  ア 利用実績（利用者数、利用団体数、事業実施状況及び参加者数、利用料金収

入等） 

  イ 利用者等からの苦情とその対応状況 

  ウ その他、市が指定した報告に関すること。 

 ⑶ 即時報告 

   管理業務を実施するに当たり、人身事故、施設損壊等で重大な事故が発生した

場合は、即時報告すること。 

 

10 帳簿の記帳 

  指定管理者は、管理業務に係る収入及び支出の状況について、適切に記帳するこ

と。 

  また、これらの帳簿や証拠書類について、市が閲覧を求めた場合は、これに応じ

ること。 

 

11 文書の管理保存 

  指定管理者は、その業務の実施に当たり作成し、又は取得した文書等は、深谷市

文書取扱規程等を参考に適正に管理・保存すること。 

 

12 事故の予防及び緊急時の対応 

 ⑴ 指定管理者は、施設内での事故の予防対策や発生時の対処、緊急時の利用者の

避難、誘導、安全確保、必要な通報等についての対応計画を作成し、事故の未然

防止に万全を期すとともに、緊急事態の発生時には的確に対応すること。 

 ⑵ 利用者等の急な病気、けが等に対応できるよう、近隣の医療機関等と連携し、

緊急時には的確な対応を行うこと。 

   また、日頃から職員を対象とした救命講習やＡＥＤ講習等を実施する等、緊急

時の対応に備えること。 

 

13 災害時の対応 

 ⑴ 避難所に指定されていない施設 

  ア 災害への対応 

    災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市が施設を避難所

等として使用する場合の避難所等の開設及び運営等は、原則、市が職員を派遣

して行うものとし、指定管理者は、市が行う業務に協力するものとする。 

  イ 自主避難者への対応 

    災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難情報が発令さ

れる前に施設に自主的に避難する者がある場合、指定管理者は避難者を受け入

れ、速やかに市へ報告するものとする。 

  ウ 業務内容等の報告 



- 18 - 

    指定管理者は、災害対応業務の内容及び費用について、市に書面をもって適

宜報告するものとする。 

  エ 個人情報の取扱い 

    指定管理者は、災害対応業務で取り扱う個人情報については、当該業務に必

要な範囲で利用等するものとする。 

  オ 費用の負担 

    災害対応業務により発生した損害及び追加費用に係る負担の取扱いについて

は、合理性が認められる範囲で市が負担することを原則として、市と指定管理

者の協議により決定するものとする。 

 

14 事業評価業務 

  指定管理者は、利用者アンケート等によりセルフモニタリングを行い、利用者等

の意見や要望を把握するとともに管理業務に反映させるよう努めること。 

  また、利用者アンケート等により得られた結果をもとに、定期的に施設の管理業

務に対する自己評価を行い、その結果を事業報告書にまとめ市へ提出すること。 

 

15 指定管理業務期間の前に行う業務 

⑴  協定項目についての市との協議 

⑵  利用料金等の設定 

⑶  配置する職員等の確保及び研修 

⑷  市及び現指定管理者からの業務等の引継ぎ  

 

16 指定期間終了後の引継ぎ業務 

 ⑴ 指定管理者は、指定期間が満了したとき、又は指定期間満了前に指定の取消し

が行われたときは、次期指定管理者が円滑かつ支障なく管理業務を遂行できるよ

う引継ぎを行うこと。 

   なお、引継ぎ時における施設については、継続して使用することに支障のない

状態で次期指定管理者に引き継ぐこと。 

 ⑵ 引継ぎに当たっては、引継ぎ内容が不十分であることを原因とした事故等を防

止するため、危険注意箇所等について十分に確認を行うとともに、施設の利用予

約に関する情報等、施設の管理業務に必要な情報を遅滞なく次期指定管理者へ提

供するなど、引継ぎに遺漏のないよう十分留意すること。 

 

17 第三者への包括的委託の禁止 

  指定管理者は、管理業務を一括して第三者に委託することはできない。 

  なお、業務の一部を第三者に委託する場合は、事前に市の承諾を得ること。 
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第７ その他 

１ 施設に関する事項 

⑴  市が使用する施設で指定管理者と共同利用できる施設 

ア 仙元山公園 

  ・多目的広場（北）西側倉庫 

  ・陸上競技場２階東側倉庫 

⑵  市が使用する施設で指定管理者が利用できない施設 

ア 仙元山公園 

    ・野球場管理棟１階倉庫（使用者：関係団体） 

    ・野球場管理棟２階（使用者：関係団体） 

    ・深谷市総合体育館北側倉庫（使用者：総務防災課） 

  イ 上柴中央公園 

    ・野球場一塁側倉庫（使用者：関係団体） 

    ・野球場三塁側倉庫（使用者：上柴公民館） 

    ・野球場西側倉庫（使用者：総務防災課） 

  ウ 北部運動公園 

    ・野球場バックネット裏倉庫２階（使用者：関係団体） 

    ・トイレ兼倉庫棟の倉庫（使用者：大寄公民館） 

    ・トイレ兼倉庫棟隣倉庫（使用者：総務防災課） 

  エ 東公園 

    ・多目的広場三塁倉庫（使用者：関係団体） 

  オ 花園総合運動公園 

    ・野球場バックネット裏倉庫（使用者：関係団体） 

    ・野球場南側倉庫（使用者：関係団体） 

⑶  仙元山公園内の一部借地について 

仙元山公園内には、約１１９，４５７㎡の借地部分が存在するが、管理は市有 

地と同様とする。（借地の詳細については、協定締結後貸し出す予定の公園台帳 

を参照） 

⑷  仙元山公園内の民有地について 

管理区域内の仙元山内に借地契約を結んでいない民有地が存在する。 

管理については、下草刈りのみ現地の状況に応じて実施するものとする。 

（当該面積：約２０，０００㎡） 

⑸  仙元山公園内の蒸気機関車について 

駐輪場南側に展示してある蒸気機関車については、指定管理者は管理しない。 

（管理者：文化振興課） 

⑹  仙元山公園遊園地及び管理棟について 

仙元山公園遊園地及び管理棟については、今後、解体予定であるため、解体後

の運用については、市と指定管理者で協議を行うものとする。 
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また、仙元山公園遊園地及び管理棟については、解体が完了するまで定期巡視

の対象施設とする。 

(7) 仙元山公園再整備に係る調査検討・改修工事への協力について 

    市が進めている仙元山公園再整備に係る調査検討に関して、園内施設の利用状

況などのヒアリング調査や資料提供などに協力するものとする 

    また、仙元山公園再整備の調査検討の結果を踏まえ、仙元山公園の再整備を実

施することとなった際、市と指定管理者による協議のうえ、施設の一時閉鎖措

置や工事実施について、必要な範囲において、指定管理者も協力するものとす

る。 

  

２ 関係機関との連絡調整 

  指定管理者は、市が出席を要請した会議等には出席すること。 

     

３ 関係官公庁の指導等 

  指定管理者は、施設の管理業務に当たり、関係官公庁の指導等に従うこと。 

  測定、検査、調査等の活動によって改善・変更を要すると認められた事項につい

ては、具体的にその内容や費用等を明らかにした文書を作成し、その都度、市と協

議のうえ対応すること。 

 

４ 調査 

  市は、指定管理者の管理する施設の適正を期するため、必要があると認めるとき

は、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し、報告を求め、実

地について調査し、又は必要な記録の提出を求めることがある。 

 

５ リスクの分担及び保険への加入 

  管理業務に関する基本的なリスク分担に対する考え方は、次のとおりとし、指定

管理者は、これらに基づく自らのリスクに対して、適切な範囲で保険等に加入する

こと。 

  なお、火災保険については市が加入するが、指定管理者において故意、重過失、

法令違反があった場合等は適用外となるので、指定管理者が修繕費用等を負担する

こと。 
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 ＜リスク分担＞ 

項 目 内 容 深谷市 指定管理者 

物価の変動 
人件費、光熱水費等の変動に伴う経

費の増 
 ○ 

需要の変動 利用者の減少、収入減  ○ 

運営のリスク 

事故、災害等による臨時休園等 協議事項 

施設の管理上の瑕疵に係る臨時休園

等 
 ○ 

改修、修繕、保守点検等による施設

の一部の利用停止 
 ○ 

施設の維持向

上に必要不可

欠な改修工事 

法律や条例等の制定・改正等により

必要となる改修工事 
○  

指定管理者の発意による改修工事  ○ 

施設の損傷 
事故・災害によるもの 協議事項 

施設の管理上の瑕疵に係るもの  ○ 

利用者等への

損害賠償 

下記以外のもの 協議事項 

施設の管理上の瑕疵に係るもの  ○ 

  ※ 表中「施設」とは、設備及び物品を含む。 

  ※ 協議事項については、事案ごとの原因により判断するが、第一次責任は指定管理者

が有するものとする。 

 

６ 施設管理者の掲示 

  当該施設が指定管理者により管理・運営されていることを示す内容、指定管理者

名、連絡先等を表示した看板等を、利用者が見やすい大きさで見えやすい箇所及び

設置数で掲示すること。 

 

７ モニタリング 

  市は、施設の管理業務に関するモニタリングを次のとおり実施する。 

  なお、詳細については、市と指定管理者の協議により決定するものとする。 

 ⑴ 定期のモニタリング 

   市は、指定管理者から提出された月次報告書、年次報告書その他報告等により、

指定管理者の業務の実施状況が、市の要求水準を満たし、適正かつ確実なサービ

スが提供されているか否かについて、毎年２回モニタリングを実施する。 

 ⑵ 現地確認 

   市は、必要に応じて、施設の維持管理や経理状況等に関し、指定管理者に報告

を求めるほか、年２回以上、現地において施設の管理業務の状況を確認するもの

とする。 
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⑶ 結果の公表 

   市は、毎年度終了後、指定管理者からの年次報告書等を踏まえ、利用者数や利

用料金収入の実績等について、その確認結果を市ホームページで公表する。 

 

８ 業務不履行時の処理 

  管理業務が業務要求水準を満たしていない場合、又は利用者が施設を利用する上

で明らかに利便性を欠く場合、市は、指定管理者に対して改善の指示を行うことが

できる。 

  また、指定管理者が指示に従わないときは、その指定を取り消し、又は期間を定

めて管理の業務の停止を命ずることができる。 

 

 

 


